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一般国道１９５号改築工事（徳島県阿南市橘町江ノ浦地内から同県

同市同町中浦地内まで）並びにこれに伴う一般国道５５号、市道一

部改築工事及び市道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

申請に係る事業は、以下のとおり、法第 条各号の要件をすべて充足すると判断20
されるため、事業の認定をしたものである。

１ 法第 条第１号の要件への適合性について20

申請に係る事業は、徳島県阿南市橘町江ノ浦地内から同県同市同町中浦地内ま

での延長１，１５０ｍの区間（以下「本件区間」という ）を全体計画区間とす。

る「一般国道１９５号改築工事及びこれに伴う一般国道５５号、市道一部改築工

事及び市道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事 （以下「本件事業」という ）」 。

のうち、既に用地取得の完了している部分を除いた区間を起業地とするものであ

。 、「 」（ 「 」 。）る 本件事業のうち 一般国道１９５号改築工事 以下 本体工事 という

及び一般国道５５号改築工事は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条第

２号に掲げる一般国道に関する工事であり、市道一部改築工事及び市道付替工事

は、同条第４号に掲げる市町村道に関する工事であることから、ともに法第３条

第１号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。

また、附帯工事は本体工事の一部であるトンネル抗口付近の工事のための仮設

道路及び仮設ヤードの設置工事であり、同条第３５号に掲げる事業に該当する。

このため、本件事業は、法第２０条第１号の要件を充足すると判断される。

２ 法第 条第２号の要件への適合性について20

一般国道１９５号（以下「本路線」という ）は、道路法の一部を改正する法。

律（昭和３９年法律第１６３号。以下「改正法」という ）による改正前の道路。

法の規定による一級国道ではなかったことから、本件事業は、改正法附則第３項

の規定に基づく一般国道の改築工事であると認められる。また、道路法第１３条

第１項は、国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理について「政令で指定する

区間内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその

路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う」と規定するところ、本

件区間は、一般国道の指定区間を指定する政令（昭和３３年政令第１６４号）に

よる指定を受けた一般国道ではないこと及び本件区間の存する区域が徳島県であ

ることから、徳島県が本件区間の道路管理者となるので、徳島県は本件事業を施

行する権能を有すると認められる。

以上により、本件事業は、法第２０条第２号の要件を充足すると判断される。

３ 法第 条第３号の要件への適合性について20
( ) 事業の施行により得られる公共の利益について1
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本件事業は、本件区間において、狭小な幅員及び屈曲した線形を解消し、安

全かつ円滑な交通を確保することを目的とし、道路構造令（昭和４５年政令第

３２０号）に基づく第３種第２級の規格による２車線のバイパス道路を整備す

る道路改築工事である。

本路線は高知県高知市を起点とし、徳島県阿南市において一般国道５５号と

重用しながら同県徳島市に至る高知県と徳島県を結ぶ幹線道路である。

、 ， （ ）本件区間に対応する現道は １日の交通量は約６ ７００台 平成１１年度

であるが幅員が約５ｍと狭小であり、また、曲線半径が１９ｍと道路構造令の

最小曲線半径を満たさない箇所が２箇所存在しているため、安全かつ円滑な交

通が妨げられており、平成７年から平成１３年の７年間に１３件の交通事故が

発生している状況にある。さらに、本件区間は、中学校の通学路であり、通学

者を含む歩行者等の安全についても危惧される状況にある。

本件事業の完成により、良好な線形の２車線のバイパス道路が整備されるこ

とから、安全かつ円滑な交通の確保が図られるものと認められる。

なお、本件事業は、一般国道の改築事業であるが、車線数が２車線であるこ

と及び延長が１，１５０ｍであることから、環境影響評価法（平成９年法律第

８１号）及び徳島県環境影響評価条例（平成１２年条例第８０号）により、環

境影響評価が義務付けられた事業に該当しないため、環境影響評価は実施され

ていない。しかしながら起業者である徳島県が騒音、振動について任意で検討

したところ、環境基本法（平成５年法律第９１号）の規定に基づく騒音に係る

環境基準の基準値を下回ること、振動規制法（昭和５１年法律第６４号）に定

める道路交通振動に係る要請限度の範囲内となることが認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は相当程度存すると

認められる。

( ) 事業の施行により失われる利益について2
本件事業の起業地周辺には、徳島県の指定する埋蔵文化財包蔵地が存在する

ものの、本件起業地内においては確認されていない。

、 。したがって 本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる

( ) 代替案の検討について3
本件事業の事業計画は、徳島県阿南市内原町天神地内の起点より、阿南第二

中学校南側の現道の約４０ｍ南側から同市橘町字江ノ浦地内の現道の終点側の

、 、ヘアピンカーブ付近までをトンネルで計画を行い 家屋密集地域を避けながら

一般国道５５号との交差点である同県同市同町中浦地内の終点に至るルートで

あるが、代替案のルートについてはこの申請案のほか、

① 徳島県阿南市内原町天神地内の起点より、同市橘町字大浦地内の現道の起

点側のヘアピンカーブ付近までを現道拡幅で計画を行い、終点までの区間の高

低差を解消するため同市同町字江ノ浦及び中浦地内でループを描き、一般国道

５５号との交差点である同県同市同町中浦地内の終点に至るルート案（現道拡
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幅ループ案）

② 徳島県阿南市内原町天神地内の起点より、阿南第二中学校南側の現道の約

１００ｍ南側から同県同市橘町字大浦地内の橘小学校北側付近までをトンネル

で計画を行い、現道の起点側のヘアピンカーブ付近を通過し、一般国道５５号

との交差点である同県同市同町中浦地内の終点に至るルート案（南側トンネル

案）

が考えられる。

申請案、現道拡幅ループ案及び南側トンネル案の３案について比較すると、

現道拡幅ループ案及び南側トンネル案は、取得必要面積及び支障物件が多く、

地域住民に与える影響が大きい。また、現道拡幅ループ案は、切土法面工が大

規模なものとなり、施工性に問題がある。さらに、南側トンネル案は、終点の

交差点付近の曲線半径が小さく、車両の安全な走行上問題がある。

一方、申請案は、取得必要面積及び支障物件が最も少なく、地域住民に与え

る影響が小さい。また、計画延長が最も短く工事の施工性についても、問題が

ない。さらに、事業費についても３案中最小となる。

以上のように、地域社会への影響、経済性、技術的観点から総合的に比較す

ると、本件事業の手法は最も合理的であると認められる。

( ) 比較衡量4
( )で述べた得られる公共の利益と( )で述べた失われる利益を比較衡量した1 2

結果、本件事業の施行により得られる公共の利益が失われる利益に優越すると

認められるとともに、( )で述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案3
と比較して最も合理的であると認められる。

、 、 。以上により 本件事業は 法第２０条第３号の要件を充足すると判断される

４ 法第 条第４号の要件への適合性について20

( ) 事業を早期に施行する必要性1
本件事業は、本件区間に対応する現道の線形不良及び狭小な幅員を解消する

ことにより、車両及び歩行者等の安全かつ円滑な交通の確保を目的とするもの

であることから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。

( ) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性2
本件事業に係る起業地の範囲は、道路構造令の規格に基づき必要な範囲であ

ると認められる。また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供され

るものであり、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の別

についても合理的であると認められる。

したがって、本件事業は土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると

認められるため、法第２０条第４号の要件を充足すると判断される。
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５ 結論

以上のとおり、本件事業は、法第２０条各号の要件を充足すると判断される。




